
 

 

 

 

 

 

 

 

税理士のひとこと

今回のニューズレターでは、最近にあっ

た民事信託の相談についての筆者の経験を

シェアさせていただきます。筆者の経験

は、読者の方々にも経験があることかも知

れません。親が信頼している税理士のひと

ことが、筆者に相談してきた方にどんな印

象を与えたのか、そしてそのようなとき

に、読者の方々は、どのような対応をとろ

うと考えるのか？ そんなことをお考えい

ただけたらと思い、本ニューズレターを執

筆させていただきます。 

●相談の経緯 

 相談者は５８歳男性。都内の会社に勤務

し、実家の土地と建物の民事信託を検討し

ているとのことで筆者に相談にいらっしゃ

いました。ある銀行に勤務をしている相談

者の友人の方に、銀行に勤務をしているの

だから信託のことも詳しいと思って、相談

者が民事信託を検討していることを相談し

たところ、その友人は信託については明る

くなかったため、筆者と連携がある方を通

じて、筆者に相談にいらっしゃいました。 

 相談者はとても勤勉な方で、相談にいら

っしゃった時には、民事信託のことをだい

たい理解していました。筆者が執筆した書

籍も事前にお読みになったうえでご相談に

いらっしゃいました。 

 相談者が検討したことは、母が所有し、

母、父、次女とで住んでいる自宅を相談者

が受託者となって信託すること。自宅の一

部を母の事業に使用しているため、今後、

建物の修繕の可能性があること、母の相続

の際、３人子供たち（姉、相談者、妹）で

揉めたくないとのことから、ご相談にいら

っしゃいました。 

●家族への説明 

 相談を受けて、筆者は相談者が検討して

いる信託の仕組みについてチャートを作成

しました。信託の仕組みは、相談者が受託

者を務めて、母が亡くなった後も信託が継

続する受益者連続型信託。そのチャートと

説明の資料を見た相談者は、この資料で家

族全員に説明をして欲しいといいます。 

筆者は、そのご意向を受けて、ご家族へ

の説明のため、母が所有するお宅に訪問し

ました。ご家族の方にお話しする前に、相

談者は、筆者に土地や建物を見せ、不動産

の状況を説明してくれました。 

 信託をするとどのようなことができるか

など、ご家族の方々に筆者が説明。筆者の

説明の間に、相談者は信託を検討した理由

を話しました。一通り説明した後に、父、

母、長女、次女からの質問に筆者が答える

形で、約２時間ご家族の方々とお話しをし

ました。 

●家族会議 

 筆者の説明が１２月初旬。その後、クリ

スマスやお正月にご家族が集まる機会があ

るので、その際に家族みなで検討すること

になりました。 

 そして年始早々、筆者は相談者より、

「信託を取り組む方向で検討することを家

族全員で合意した」との連絡を受けまし

た。さらに、「長年の顧問である税理士に

も相談し、税理士の意見も確認して欲しい

という」という父の意向があることもうか

がいました。 

●税理士への説明 

 父の意向を受けて、相談者が税理士との

ミーティングを設定。信託を利用したとき

の税務に関する課題を資料にまとめて欲し
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いとの相談者の依頼を受けて、筆者は、母

が亡くなったときの相続税について、小規

模宅地の特例を有効に利用したいとの家族

の意向があること、１次、２次相続トータ

ルでの税負担をふまえ受益権の割合をどの

ようにするのがよいか試算をして欲しいこ

と、信託を利用すると空き家控除の特例は

利用できないことなどを資料にまとめまし

た。相談者を通じて税理士にその資料をあ

らかじめ送ったうえで、相談者、税理士、

そして筆者と３名でミーティングをしまし

た。 

●税理士から相談者への連絡 

 ミーティング数日後、「信託は節税にな

らないこと。財産の承継は遺言で行えばよ

いこと。この２点より、私（税理士）は信

託をお勧めしません」と税理士より連絡が

あったと、相談者より筆者に連絡がありま

した。相談者は、父、母、姉、妹は信託を

理解して、取り組んでいこうという家族の

意思統一ができたのにと、かなり残念がっ

ていました。 

顧問税理士からの「お勧めしません」の

ひとことをふまえ、再度、母と父に説明す

ると相談者は言います。子供たち３人は、

母の財産について信託をしていくことがよ

いと思っているが、母の財産のため、母と

それに父にも税理士の意見も含めて理解し

てもらう必要があると、相談者は言いま

す。母と父への説明のために、税理士が指

摘した「遺言でよい」といったことに関し

て、「遺言でもよい点」と「遺言では心配

がある点」をまとめた資料を作成して欲し

いと、相談者は筆者に依頼してきました。 

●その後の展開 

 相談者の依頼を受けて筆者は資料を作成

しました。相談者は、その資料でもう一

度、家族会議を開くといいます。 

 そして現在。本件の結論はまだ出ていま

せん。筆者は相談者に資料を渡し、ご家族

の話し合いの結果を待っているところで

す。 

 最終的にどのような結論が出るか？ 筆

者は、ご家族が話し合って、話し合った結

果で、母の不動産の管理と承継の仕方を母

が決断することが必要と思っています。そ

の結論が出るよう筆者は引き続きこの家族

をサポートしますが、意図的に信託へとつ

ながるような提案も材料も提供しません。

それは、相談者のリテラシーが高いこと

と、相談者が中心になって家族の結論を導

き出していこうという姿勢があるからで

す。このような相談者の気持ちを大切にし

たいと筆者は思っているからです。 

 税理士の事務所を出たときに、相談者か

ら出た「先生は信託のことはよくお分かり

ではないようですね」のひとことが、筆者

にはとても印象に残っています。 
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